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手続の流れ 
申請者 芦屋市 

問い合わせ先 

〒659-8501 

兵庫県芦屋市精道町 7番 6号 芦屋市障がい福祉課（市役所南館 1階 15 番窓口） 

TEL：0797-38-2043 

 

申請書等（様式第１号又は 
様式第１号の２及びその他 

必要書類）の提出 

申請書等の受理・審査 

交付／不交付決定 

通知書の送付 

交付／不交付決定 

通知書の受理 

請求書（様式第４号）

の提出 
請求書の受理 

補助金の交付 補助金の交付の確認 

消費税に係る仕入れ控除

税額報告書 

（様式第６号）の提出 

※法人に限る 

 

消費税に係る仕入れ 

控除税額報告書の受理 


